
 新しいサービスが始まっています  

～介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）～ 
 

介護保険制度の改正により、新しく「介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）」

が創設され、本市では平成 29年 4月から実施しています。 

総合事業は、地域包括ケアシステムの実現に向けた取り組みの一環として、地域全体

で高齢者の生活を支えるとともに、高齢者自らが能力を最大限に発揮して、その人らし

い暮らしをつくっていく仕組みです。 

令和３年度、この総合事業において新しいサービス・取り組みが加わりました。 

 

（1）事業の構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※1 事業対象者とは、要支援相当の人で基本チェックリストにより事業の対象者となった人。 

利用できるサービスが限られます。 

  ※2      は、令和３年度からの新しいサービス・取り組みです。 

 

（2）訪問型サービス（シルバー人材センター）[令和 3年 10月～] 

   シルバー人材センター会員が、自宅での調理・掃除・洗濯等の生活援助サービスを

行います。買い物、薬の受け取り、身体介護（食事介助や入浴介助等）は行いません。  

■利用料：１回あたり 200円（１時間まで。週２回を限度とする。） 

   

（3）介護予防体力測定会（一般介護予防事業）[令和 3年 10月～] 

   高齢者がご自身の健康状態を把握し、介護予防や健康づくりに取り組んでいただけ

るよう介護予防体力測定会を実施します。 

  ■令和３年度：市内の各地域にて年５回開催（令和４年度も市内各地域で開催予定） 

＜測定項目＞ 

【運動機能評価】 

・握力 ・開眼片足立ち ・TUG ・5回立ち上がり 

【栄養機能評価】 

・身長、体重 ・簡素栄養状態評価表（MNA） 

【口腔機能評価】 

・反復唾液嚥下テスト（RSSTテスト） 

◎訪問介護相当サービス（従前相当） 

◎訪問型サービス（基準緩和） 

◎訪問型サービス（シルバー人材センター） 

◎通所介護相当サービス（従前相当） 

◎通所型サービス（短期集中） 

 ・短期集中トレーニング PLUS教室 

◎自主活動支援 

 ・河内音頭健康体操 

 ・ノルディックウォーキング 

 ・わかわかごぼうトレーニング 

◎介護予防教室 

・みんなの認知症予防教室 

◎介護予防体力測定会 

新規 

【対象者】要支援 1・2、事業対象者※1 

介護予防・生活支援サービス事業 一般介護予防事業 

【対象者】65 歳以上の人 

新規 

新規 


